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第５章 推進体制 
 

 １  基本的な考え方 

「いきいき健康プランにっしん２１」では、健康づくりは、市民への周知や普及啓発

活動を継続していくことで目標が達成されるものであると考えています。 

計画策定時、今後の推進体制として、次期の計画見直しまでの期間（平成 16 年度～19

年度）において、調査から計画策定のプロセスにて育まれてきた既存の組織を新たに「い

きいき健康プランにっしん２１推進委員会」として位置づけました。その中で「いきい

き健康プランにっしん２１」のイメージキャラクター「ヘルピー」の作成や、毎年の重

点推進項目の設定、市が開催する健康福祉フェスティバルにおいて「いきいき健康プラ

ンにっしん２１コーナー」を設けて計画の周知を図るなど、市民の主体的な活動による

健康づくりに関する普及啓発活動を展開してきました。 

今後も計画の目標年次に向けてさまざまな推進活動を積極的に実施し、市民の健康づ

くりを推進していきます。 
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 ２  推進体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３  進行管理 

「いきいき健康プランにっしん２１」の目標に向け、適正な管理を行っていきます。 

本計画で設定した数値目標については、計画の最終年度である平成 25 年度に評価し、

その結果を基に社会情勢の変化などを加味し、目標や取り組みの見直しを行います。 
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関心を持つ 

個 人 

●各種健康施策の実施 

●健康づくりのしくみづくり 

●市民への周知 

プランの趣旨や内容について、広報にっしん

やホームページなどを通じて広く市民に周

知を図り、健康づくりへの自主的な取り組み

の促進と健康管理意識の高揚を図ります。

●いきいき健康プランにっしん２１

推進委員会 

計画への提言や進捗状況のチェッ

ク機能をもちます。 

●ワーキング研究会 

 市民・職員による健康づくりの具体

的な取り組みを提案するとともに

普及・啓発活動を推進。 

●関係機関との連携 

保健、医療、福祉、教育、企業、

ボランティア団体など、個人の

健康づくりを支援するため、ネ

ットワーク化等の連携を強化し

ます。 
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